
岩手県警察職員定数規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 19 年３月９日 

岩手県公安委員会 

委員長 藤 原   博  

岩手県公安委員会規則第２号 

   岩手県警察職員定数規則の一部を改正する規則 

岩手県警察職員定数規則（昭和 32年岩手県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

 
所 属     区 分 警察官 

警 察 官

以 外 の

警 察 職

員 

合 計 所 属     区 分 警察官 

警 察 官

以 外 の

警 察 職

員 

合 計
 

 総務課 ［略］ ３ ８ 総務課  ［略］ ２ ７

 警務課 19 27 46 警務課 25 30 55

 県民課 ［略］ 14 39 県民課  ［略］ 13 38

 会計課 ５ 26 31 会計課 ４ 25 29

 ［略］    ［略］    

 監察課 ６ ４ ［略］ 監察課 ７ ３  ［略］

 

警務

部 

［略］    

警務

部 

［略］    

 生活安全企画課 19 ２  ［略］ 生活安全企画課 18 ３  ［略］

 地域課 41 ［略］ 47 地域課 40  ［略］ 46

 少年課 10 ６ 16 少年課 ９ ５ 14

 

生活

安全

部 
生活環境課 14  ［略］ 19

生活

安全

部 
生活環境課 13  ［略］ 18

 刑事企画課 14  ［略］ 19 刑事企画課 17  ［略］ 22

 ［略］    ［略］    

 捜査第二課 23  ［略］ 24 捜査第二課 22  ［略］ 23

 組織犯罪対策課 26  ［略］ 29 組織犯罪対策課 23  ［略］ 26

 ［略］    ［略］    

 

刑事

部 

機動捜査隊 28  ［略］ 29

刑事

部 

機動捜査隊 27  ［略］ 28

 ［略］     ［略］    

 交通指導課  ［略］ ２ 21 交通指導課  ［略］ ３ 22

 運転免許課 18  ［略］ 50 運転免許課 19  ［略］ 51

 交通機動隊 45 ２ 47 交通機動隊 43 １ 44

 

 

交通

部 

高速道路交通警

察隊 
82 ［略］ 84

交通

部 

高速道路交通警

察隊 
79  ［略］ 81

  ［略］    ［略］    

 

警備

部 機動隊 34 １  ［略］

警備

部 機動隊 33 ２  ［略］

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察

本部 

警察学校 13 ［略］ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察

本部

警察学校 15  ［略］ 21



  ［略］ ［略］ 

 調整定数 14 14 調整定数 20 20

 

 

計 666  ［略］ 891

 

計 669  ［略］ 894

 盛岡東 220  ［略］ 231 盛岡東 216  ［略］ 227

 盛岡西 150  ［略］ 158 盛岡西 149  ［略］ 157

 岩手 64  ［略］ 68 岩手 63  ［略］ 67

  ［略］    ［略］    

 水沢 99  ［略］ 103 水沢 101  ［略］ 105

 ［略］     ［略］    

 一関 89  ［略］ 93 一関 90  ［略］ 94

 千 54  ［略］ 57 千 55  ［略］ 58

  ［略］     ［略］    

 遠野 43  ［略］ 46 遠野 42 ［略］ 45

  ［略］     ［略］    

 宮古 87  ［略］ 96 宮古 86  ［略］ 95

 ［略］     ［略］    

 二戸 67  ［略］ 71 二戸 68  ［略］ 72

 

警察

署  

計 1,435  ［略］ 1,529

警察

署 

計 1,432  ［略］ 1,526

  ［略］  ［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 19年３月 12日から施行する。 
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